
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務員連絡会は23日、寒冷地手当見直し対策の中央行動を実施すると共に、人事

院との交渉を行った。県職労からは中央行動に１人が参加したほか、小田嶋副委員

長が交渉メンバーとして出席し、改悪反対と生活実態に即した支給を求めた。 

 

 人事院は、８月の勧告に向けて2012年の気象メッシュデータや民間企業での支給実態をもとに、

支給対象自治体や支給額の見直しをもくろんでおり、特にも、前回改訂(2004年)後の市町村合併

に対応するよう支給地域の見直しを図りたい考えだ。この考えで行けば、県内では旧藤沢町が合

併先の一関市に準じて支給対象となる一方で、全国的にも有数の寒冷積雪地域である旧川井村が、

宮古市に準じて支給対象外とされること等が懸念されている。 

 交渉では、小田嶋副委員長から「他県等応援職員も含め、冬の住環境に対応しきれていない仮

設住宅から通う職員も大勢いる。前回改訂後の10年で灯油価格は倍以上。旧川井村の気象データ

は北海道の２級地に匹敵する厳しさ。統計データでも、東北の暖房にかかるエネルギー消費量は、

関東圏の３倍にも及ぶ。生活実態に即した支給改善を図るべき。国人勧に向けた先日の交渉で、

燃料費の値上がりに対し『過去の例では直後に値下がりしている』と回答しているが、高止まり

の現状を我慢している職員に対し極めて失礼な見解だ。机上の単純なデータ分析による改悪は絶

対に許さない」と追及した。各県から出席した交渉団からも、燃料費の高騰に見合う手当になっ

ていないことを指摘し、生活実態に基づく支給改善を強く求めた。 

これに対し人事院は、「今回の見直しはメッシュデータの更新にもとづく変更のみを考えてい

る。本日、寒冷積雪地域の皆さんから伺った意見を踏まえた上で、民間の支給実態と照らし合わ

せ、必要であれば見直しを検討していく」と答えるに止まった。 

寒冷地手当は、私たちの冬季の暮らしにとって欠かせない生活給だ。県職労は引き続き、公務

員連絡会や自治労に結集しながら、改悪阻止に向けた取り組みを強化していく。 
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花巻市議選 県職

労推薦候補者 

「若柳よしあき」

さんの必勝に向

け、知人・友人へ

の声がけを！ 



 

 

 

花巻市議会議員選挙が20日に告示され、県職労推薦候補者

「若柳よしあき」さん（自治労県本部組織内）が元気に出

陣した。 

立候補の届出を済ませた若柳さんは、地元大迫町の選挙

事務所前で「合併から８年、ここからの市政運営が重要だ。

農業や観光施策に加え、労働者や生活者が安心して暮らせ

る市政をつくっていく」と力強く第一声を行った。 

27日に投開票が行われる花巻市議選は、定数26に対し、

30人が立候補する激戦となっている。３期目をめざす若柳

さんだが、合併旧町の中でも人口の少ない大迫町から複数

立候補していることなどもあり、厳しいたたかいを強いられている。 

働く者の代表「若柳よしあき」さんを市議会へと押し上げていくためにも、組合員の皆様の知

人・友人への声掛けをよろしくお願いします。 

  

 

 

 

地方公務員共済（以下「地共済」）本部から、「入院医療費支援制度」の加入周知が個人に届い

ている。地共済短期経理財政の逼迫により、昨年度から「入院附加金」が廃止されるとともに、

自己負担限度額が段階的に引き上げ（今年３月までは2.5万円→2016.4までに５万円）られるこ

とが既に決定しているが、これに伴う負担軽減策として当該制度が紹介されているものだ。 

 県職労としては、「給与月額42.4万円未満の人は制度変更がないこと」「自己負担限度額が引き

上げられた分は互助会が負担するため、最終自己負担額は変わらないこと（下図参照）」などか

ら、当該制度のメリットはほとんどない旨周知（詳細は、既に支部を通じて発分している通知を

参照！）している。支援制度は「利用しません」を○で囲み、庶務担当者に提出しよう。 

  地共済からの給付 自己負担限度額（2.5万円→５万円） 
         

現行  
療養給付 
（140,000円） 

一部負担払戻 
（35,000円） 

【互助会】療養給付等 
（21,500円） 

自己負担額 
（3,500円） 

       

変更  
療養給付 
（140,000円） 

一部負担払戻 
（10,000円） 

【互助会】療養給付等 
（46,500円） 

自己負担額 
（3,500円） 

※医療費20万円の例  地共済からの給付が減った分互助会から支給されるため自己負担額は変わらず ↑ 


